
南砺市山間過疎地域振興条例による実施事業一覧（令和３年度）

Ｎｏ 分野 事業名 対象となる方、内容など こんな事業です 山間過疎地域における特徴 問い合わせ先

山間過疎地域を含む対象路線のみで実施さ
れる事業です。

【利用例】
　世界遺産バス
　西赤尾ささら館前～城端駅間で乗車
　　通常料金1,200円
　　　↓
　　回数券1枚（約160円）で利用可能

政策推進課
　交通政策係
（☎２３－２０５２）

6 生活
住民共同活動

応援事業
山間過疎地域内の集落、自治会

草刈り、江浚え等の住民共同活動で不足す
る労働力の受け入れに対して補助金を交付
します。
【助成対象】
・受け入れ労働力への謝金（1人1,000円/
回）
・お茶等飲み物代
・作業保険料
・草刈機燃料代
【助成内容】
　全額補助(上限10万円)

山間過疎地域のみで実施される事業です。
南砺で暮らしません課
協働のまちづくり係
（☎２３－２０３７）

5 生活

市営バスと民
間バスとの運
賃格差是正事

業

下記対象区間の利用者で、山間過疎地域で
乗車又は降車する方（市内区間利用者に限
ります。）

【対象路線及び区間】
・加越能バス世界遺産バス（城端駅前～成
出間）
・西日本ＪＲバス名金線（福光駅前～高窪
間）

・民間路線バスの一部区間を、なんバス
（南砺市営バス）回数券（約160円/枚）で
利用できます。

・回数券は、13枚綴り2,090円で市民セン
ターなどで購入できます（乗車前の購入が
必要です。）。

山間過疎地域に在住の方が、走行距離10km
以上で利用する場合、助成金額が増額とな
ります。

地域包括ケア課
（☎２３－２０３４）

4 生活
高齢者等軽度
生活援助事業

市内に住所がある、次のいずれかに該当す
る世帯の方
（ただし、世帯全員が申請年度住民税所得
割非課税の世帯に限ります）
・70歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
・75歳以上の高齢者のみ世帯
・身体障害者手帳１級および２級の障がい
者のみ世帯

南砺市シルバー人材センターを利用した次
の作業費用の一部を支援します。

・庭木の伐採（剪定を除く）
・庭（家周り）の除草
・家周りの防備（台風対策）
・家屋内整理、清掃
・家周りの除雪（屋根雪下ろしを除く）
・家屋の雪囲い（樹木は除く）
・障子の張替

【助成内容】
　作業費用（機械代、材料費は除く）の半
額を助成します。

山間過疎地域では、1世帯の年間支援限度
額が2万円に増額となります。
(その他地域の年間支援限度額：1万円)。

地域包括ケア課
（☎２３－２０３４）

3 生活
高齢者等外出

支援事業

市内に住所がある、次のいずれかに該当す
る方

・65歳以上の在宅高齢者の方で、要介護３
以上の方
・65歳以上の在宅障がい者で、身体障害者
手帳１級および２級の上肢・下肢・体幹機
能障がいの方

福祉タクシーの利用料を一部助成します。
ただし、利用目的は「医療機関への通院」
に限り、 1月当たり2回を限度とします。

山間過疎地域（五箇山地域）のみで実施さ
れる事業です。

平市民センター
（☎６６－２１３１）

上平市民センター
（☎６７－３２１１）

利賀市民センター
（☎６８－２１１２）

2 生活
高齢者等除雪

支援事業

市内に住所があり、かつ１戸建て住宅に居
住し、自力による除雪が困難で、次のいず
れかに該当する方（世帯全員が申請年度住
民税所得割非課税の世帯に限ります）

・65歳以上のひとり暮らし高齢者または高
齢者のみ世帯
・65歳以上の高齢者及び小学生以下の児童
で構成する世帯
・身体障害者手帳１級または２級の方で、
ひとり暮らしの障がい者の世帯

屋根雪除雪の費用を助成します。

【助成金額】
　1回当たり10,000円を上限とします。

山間過疎地域では、1降雪期間中の助成回
数が4回となります。
(その他地域の助成回数：1降雪期間中2回
まで)

地域包括ケア課
（☎２３－２０３４）

1 生活
出前送迎支援

事業

五箇山地域（平地域・上平地域・利賀地
域）に住所がある65歳以上の高齢者で、次
のいずれかに該当する世帯の方

・65歳以上の高齢者のみの世帯
・世帯員に運転免許取得者がなく、交通手
段が徒歩又は公共交通利用のみの世帯

住民票や戸籍の証明書などの取得を必要と
する場合に、ご自宅と市民センター間を送
迎します。



Ｎｏ 分野 事業名 対象となる方、内容など こんな事業です 山間過疎地域における特徴 問い合わせ先

山間過疎地域は、左記助成額が増額されま
す。
・五箇山地域：2.0倍
・その他の山間過疎地域：1.5倍

南砺で暮らしません課
定住・空き家対策係
（☎２３－２０３７）

14 移住・定住
転入等世帯リ
フォーム助成

事業

山間過疎地域に転入または転居して3年を
超え10年以内の世帯

山間過疎地域に転入する世帯へのリフォー
ム工事費を補助します。

【助成内容】
　対象費用の1/5を助成します。（30万円
上限）

山間過疎地域のみで実施される事業です。
南砺で暮らしません課
定住・空き家対策係
（☎２３－２０３７）

13 移住・定住
定住奨励金事

業

■転入奨励金
・5年以上市外に住所を有していた方が、
市へ転入届をした日から起算して前後2年
以内に新たに住宅等を取得して転居した場
合

■持ち家奨励金
・市内に居住している方が同一敷地外に新
たに住宅等を取得して転居した場合または
市外での居住が５年未満の方

市外からの転入者、市内での転居者の住宅
取得費用を補助します。

【助成内容】
■転入奨励金
・新築住宅：100万円
・中古住宅：60万円

■持ち家奨励金
・新築住宅：50万円
・中古住宅：30万円

通学する学校から自宅までの距離が2.0km
以上の児童及び3.0km以上の生徒

教育総務課
学務係
（☎２３－２０１２）

12 移住・定住
多世代同居推
進住宅改修等

助成事業

令和2年4月1日以降に同一集落内で、同居
等をした日から前後１年以内に住宅改修等
の工事の契約をした多世代同居世帯

新たに多世代同居を目的としたリフォーム
代金や新築住宅への建替えまたは別棟新築
の工事費を補助します。

【助成内容】
工事費の1/5を助成（50万円以上の契約が
条件）
・多世代新婚世帯：100万円上限
・多世代若年夫婦世帯：50万円上限（どち
らかが35歳以下）
・多世代夫婦世帯：30万円上限
・多世代家族世帯：10万円上限

山間過疎地域は、左記上限額が増額されま
す。
・五箇山地域：2.0倍
・その他の山間過疎地域：1.5倍

南砺で暮らしません課
定住・空き家対策係
（☎２３－２０３７）

11 教育
南砺市通学費

補助金
山間過疎地域の住所から市内学校に通学す
る児童生徒

通学に際して、市営バス等の利用に係る通
学費(定期券等の実費分)を補助します。

山間過疎地域では、補助率が100分の50～
100分の60にかさ上げになります。

農政課
農地整備係
（☎２３－２０１６）

10 教育
臨時講師等配

置事業
複式学級を有する市内の小学校

複式学級に臨時講師を配置し、生徒の学年
に応じたきめ細やかな学習環境を提供しま
す。

複式学級を有する利賀小学校で実施してい
ます。

教育総務課
総務係
（☎２３－２０１２）

9 産業
土地改良事業

補助金
土地改良事業（用排水路、農道整備）の実
施主体（町内会、施設管理組合など）

土地改良事業の事業費の一部に補助金を交
付します。
【助成内容】
・補助率40％

山間過疎地域のみで実施される事業です。
建設維持課
住宅係
（☎２３－２０２２）

8 産業
企業立地振興

事業
南砺市内で工場等又は物流業務施設の立地
を行う事業者

市内での工場等の新設・増設を行う事業者
の助成を行います。

山間過疎地域で企業立地を行う場合、投下
固定資産額などの助成要件が緩和されま
す。
【緩和要件】
・新設
投下固定資産額が1,000万円以上(その他地
域は、3,000万円以上)
・増設
投下固定資産額が1,000万円以上(その他地
域は、2,000万円以上)

商工企業立地課
企業立地雇用推進係
（☎２３－２０１８）

7 自然環境
克雪住宅普及

事業
山間過疎地域内の住宅で、克雪住宅の新
築・改築・改良をする方

住宅の克雪化工事にかかる費用の一部を補
助します。

【助成内容】
■落雪式住宅
　30万円補助（工事費100万円以上の工事
が対象）

■融雪式住宅
　50万円補助（工事費150万円以上の工事
が対象）


